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大津市議会政務活動費交付条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和２年７月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市条例第45号 

   大津市議会政務活動費交付条例の一部を改正する条例 

大津市議会政務活動費交付条例（平成13年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（交付額及び交付の方法） 

第３条 会派に対する政務活動費は、各月１日（以

下「基準日」という。）における当該会派の所属

議員数に月額 70,000 円を乗じて得た額を毎年度

上半期及び下半期（以下「交付期」という。）の

２回に分けて交付する。 

２ 政務活動費は、上半期分を５月（４月に議員の

任期が満了する年度にあっては４月）に、下半期

分を９月に、それぞれ当該期に属する月数分(交

付期の途中（10 月１日を含む。以下同じ。）にお

いて議員の任期が満了する場合は、任期満了日の

属する月までの月数分)を交付する。 

 

 

３～５ －略－ 

（所属議員数の異動に伴う調整） 

第４条 政務活動費の交付を受けた会派が、交付期

の途中において所属議員数に異動が生じた場合

は、異動が生じた日の属する月の翌月（その日が

基準日にあたる場合は、当月）の末日までに、既

に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基

づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、

当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額

が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る

ときは、会派は、当該上回る額を返還しなければ

ならない。 

 

２ －略－ 

（交付額及び交付の方法） 

第３条 会派に対する政務活動費の月額は、各月１

日（以下「基準日」という。）における当該会派

の所属議員数に 70,000 円を乗じて得た額を限度

とする。 

 

２ 政務活動費は、毎年度上半期及び下半期（以下

「交付期」という。）の２回に分けて交付するも

のとし、上半期分を５月（４月に議員の任期が満

了する年度にあっては４月）に、下半期分を９月

に、それぞれ当該期に属する月数分（交付期の途

中（10 月１日を含む。以下同じ。）において議員

の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月

までの月数分)を交付する。 

３～５ －略－ 

（所属議員数の異動等に伴う調整） 

第４条 政務活動費の交付を受けた会派が、交付期

の途中において所属議員数の異動その他の事由

（以下「異動等」という。）により既に交付した

政務活動費の額に変更が生じた場合は、異動等が

生じた日の属する月の翌月（その日が基準日にあ

たる場合は、当月）の末日までに、既に交付した

政務活動費の額が異動等による変更後の政務活動

費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して

交付し、既に交付した政務活動費の額が異動等に

よる変更後の政務活動費の額を上回るときは、会

派は、当該上回る額を返還しなければならない。 

２ －略－ 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の大津市議会政務活動費交付条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費につい

て適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。 

 

市 章 


